春日市配食サービス事業運営業務業務委託仕様書

本仕様書は、春日市配食サービス事業運営業務の適正かつ円滑な実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

１　件　　名　春日市配食サービス事業運営業務

２　業務場所　受注者調理場等及び春日市全域

３　業務期間　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
４　業務履行日　毎日（受注者の休業日を除く）
５　業務の内容

　受注者は、厚生労働省｢地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン｣、厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」等の関係法令等を遵守し、受注者が定める安全衛生規定等に従い、次の業務を遂行すること。

（１）事前確認

　　受注者は、発注者から決定通知書等を受け取った後、サービスの実施に当たり、利用者や家族等に対し、サービス内容の説明及び次の①～⑤の留意事項の確認等を行うこと。

　　①　配食利用日（曜日等）・時間帯・弁当の内容

　　②　受渡方法（不在時の受渡方法も含む）

　　③　支払方法

　　④　変更・休止・利用終了等の連絡

　　⑤　緊急連絡先

（２）献立の作成等

　　①　献立は管理栄養士又は栄養士が作成し、栄養バランスや咀嚼力の低下等の高齢者の特性に配慮する。

②　１食当たり５００キロカロリー以上、塩分３グラム以内を基準とし、献立表に１食当たりの総カロリー数と塩分量を表示する。

③　使用する食材料の産地名等について記録を整備する。

　　　※発注者が提出を求めた場合は、提出しなければならない。

　　④　電子レンジで温めることに配慮した献立とする。

　　⑤　可能な範囲で季節感のある献立とする。

（３）調理、弁当箱への盛り付け
①　調理に当たっては、安全及び衛生に細心の注意を払い、食材料の温度管理等を適切に行うこと。

②　１人分の盛付量が適量となるよう適宜計量し、高齢者等が食べやすいよう、盛り付けに配慮すること。
（４）戸別訪問による配達及び安否確認

①　配達時間

　　原則、午前１０時から午後５時３０分まで

②　安否確認方法

　　原則、弁当を利用者に手渡しすることにより、安否確認を行う。事前連絡がなく、本人と連絡がとれなかった場合、業務委託仕様書【安否確認関係】に沿って対応すること。

　※弁当の受渡しを手渡し以外で行うことを利用者や家族等と事前に取り決めている場合の対応は、状況に応じて発注者と協議し、発注者の指示に従うものとする。

　※配達時に利用者の健康状態に異常があり、緊急性があると判断した場合は、１１９番通報を行い、通信司令員の指示に従い、対応するものとする。

（５）弁当容器等の取り扱い

　　①　弁当容器等の洗浄・消毒・乾燥・保管を適切に行うこと。

　　②　必要に応じて、使い捨て容器を使用することも可能とする。（容器代が別途必要な場合は利用者負担）

６　業務実施体制

　受注者は、本業務を適切かつ安定的に実施することができるよう、委託された業務量に応じた人員配置を行い、下記の責任者を必ず選任すること。

（１）業務責任者

　　　業務責任者は、本業務において受注者を代理する者で、従事者のうちから相当の経験のある者を選任すること。

（２）食品衛生責任者

　　　食品衛生責任者は、食品衛生責任者の資格を有する者を選任すること。

　　　なお、業務責任者がこれを兼務することができる。
７　利用者負担金の徴収及び収納

（１）利用者負担金の徴収

　　　受注者は、食材料費及び調理費等に相当する額として１食当たり４６５円を利用者から徴収すること。

（２）利用者負担金の収納

　　　受注者は、徴収した利用者負担金について適切に管理し、利用者ごとの収納金明細がわかる書類を整備し、発注者に報告すること。
８　関係帳票等の整備、報告書の提出
　受注者は、次の書類を整備し、発注者が提出を求めた場合は、速やかに提出すること。
※書類名等を指定するものではないため、任意様式で可。
（１）利用者名簿（本業務の対象者のみが記載されているもの）
（２）配達記録（安否確認等の記録を含む）
（３）食数実績表（本業務全体及び利用者ごと）
（４）変更・休止・利用終了等一覧表

（５）事故報告書（該当する場合のみ）
（６）会計帳簿
９　委託料の支払い

委託料は月払いとし、発注者は、業務委託料（単価）に当該月の食数（配達食数）を乗じて算出した金額を受注者に支払う。
（１）月次報告
受注者は、翌月の１０日までに発注者が指定する報告書等を提出し、その都度発注者の確認を受けること。
（２）請求

　　　前項に定める確認を受けた後、受注者は契約書１３条第１項の請求をする。
（３）委託料の支払い
発注者は受注者の請求日から３０日以内に支払いを行う。
１０　その他

（１）代替措置

　　　受注者が事故等でサービスの実施が困難になった場合は、代替事業者を用意することとし、発注者の承認を得て速やかに代替事業者に業務を引き継ぐこと。食の確保という業務の重要性を踏まえ、利用者への影響が最小限になるよう対応すること。

　　※非常時の対応については、状況に応じて発注者と協議することとするが、天災時や悪天候（台風、大雪等）について、可能な限り事前に対応方法の提示をすること。
（２）賠償責任保険への加入

　　　受注者は、業務内容に対し、賠償責任保険に加入すること。また、賠償責任保険証書（写し）を発注者に提出すること。
（３）守秘義務
　　　受注業務の実施上知り得た秘密情報は、「個人情報の保護に関する特記仕様書」により取り扱うものとする。受注者の従業員又は従業員であった者が、その業務上知り得た利用者（その家族等も含む）の個人情報等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
（４）現地確認

　　　発注者は、受注者の業務の履行状況を把握するために、必要時、現地確認を実施する。その際、受注者は発注者から求められた書類を提出すること。

　　　受注者は、現地確認後、発注者より指摘もしくは指導を受けた事項については、改善報告書を提出すること。
（５）疑義等
　　　本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、発注者の指示に従うものとする。
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